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第15回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成25年12月12日) 

 

 第 15 回  熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録 

 

平成25年12月12日（金曜日） 

            午前10時０分開議 

            午後０時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

――――――――――――――― 

出席委員（16人） 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 鬼 海 洋 一 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 山 口 ゆたか 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 泉   広 幸 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  谷 﨑 淳 一 

                環境局長  村 山 栄 一 

政策調整審議員兼 

環境政策課課長補佐 久 保 隆 生 

  環境局環境立県推進課長 福 田   充 

            環境保全課長  松 田 隆 至 

          自然保護課長 江 上 憲 二 

廃棄物対策課長  坂 本 孝 広 

首席審議員 

     公共関与推進課長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

交通政策・情報局審議員兼 

交通政策課課長補佐 財 津 和 宏 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  高 口 義 幸 

新産業振興局産業支援課長  奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

  農林水産部 

            生産局長  渡 辺 弘 道 

                水産局長  鎌 賀 泰 文 

政策調整審議員兼 

農林水産政策課課長補佐 宮 本   正 

    生産局農業技術課長  松 尾 栄 喜 

        園芸課長 古 場 潤 一 

          畜産課長  矢 野 利 彦 

  農村振興局農地整備課長  小 栁 倫太郎 

   森林局森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

      林業振興課長 小 宮   康 

      森林保全課長 本 田 良 三 

      水産局水産振興課長  平 岡 政 宏 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

  水産研究センター所長  梅 﨑 祐 二 

  土木部 

土木技術審議監兼 

      河川港湾局長  渡  邊   茂 

    土木技術管理課長  西 田   浩 
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    道路都市局審議員兼 

      道路整備課課長補佐  吉 良 忠 暢 

        審議員兼 

      都市計画課課長補佐  太 田 雅 道 

審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  坂 井 秀 一 

           下水環境課長  軸 丸 英 顕

河川港湾局河川課長  持 田   浩 

        港湾課長  松 永 信 弘 

   建築住宅局建築課長 坂 口 秀 二 

        審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 清 水 照 親 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  緒 方 明 治 

  企業局 

   総括審議員兼次長兼 

         総務経営課長  古 里 政 信 

   審議員兼総務経営課 

    荒瀬ダム撤去室長 平 田 智 昭 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  髙 山 広 行 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 聖 哉 

   議事課主幹     黒 岩 雅 樹 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第15回環境

対策特別委員会を開催します。 

 では、お手元に配付の委員会次第に従い、

付託調査事件を審議させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２、有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件及び３、地球温暖化対策に

関する件について、一括して執行部から説明

を受け、その後、質疑は議題ごとに行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いします。また、説明者は、着座

にて説明をお願いします。 

 それでは、産業廃棄物処理施設の公共関与

推進に関する件について、公共関与による管

理型最終処分場の整備について説明をお願い

します。 

 

○中島公共関与推進課長 公共関与推進課で

ございます。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 １の目的は省略をし、２の最近の取り組み

状況につきまして、前回委員会で御報告をし

た以降の取り組みについて御説明申し上げま

す。 

 まず、(1)の工事関係でございますが、現

在、敷地内の造成工事、雨水集排水施設工事

などを実施しております。 

 (2)の安全推進委員会による工事現場視察

でございますが、安全推進委員会は、地域の

生活環境保全のため、処分場の建設及び運営

の安全を確認することを目的に、環境整備事

業団を事務局として県及び地元代表者で構成

するものですが、11月14日に、安全推進委員

会の委員及び地元住民の方による現場視察会

を行い、工事状況を確認し、御理解をいただ

いております。 

 次に、(3)の名称募集でございますが、処

分場が地域から愛され、県民の皆様に親しん

でいただけるようにと、名称の募集を行って

おります。本日現在、全国から250件を超え

る応募をいただいており、今月末日に募集を

終了し、来年の２月ごろに決定をいたしたい

と考えております。 

 (4)のメガソーラーの導入につきまして

は、くまもと県民発電所事業の中で事業主体

の募集を行いました。今後、審査会の審議を

経て、今月下旬に事業主体が決定される予定

です。 
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 次に、３の今後の取り組みにつきまして

は、年明け１月から、覆蓋施設いわゆる屋根

の柱の基礎工事に着手する予定です。今後と

も、地元の皆様から信頼されるよう、安全か

つ丁寧に取り組んでまいります。 

 次のカラーページをお願いいたします。 

 参考資料として、現在の工事状況、安全推

進委員会による現場視察の状況などを添付さ

せていただいております。工事は着々と進ん

でおります。 

 説明は以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、有明海・八代海の環

境の保全、改善及び水産資源の回復等による

漁業の振興に関する件について、有明海・八

代海の再生に係る提言への対応について説明

をお願いします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料６ページをお願いいたします。 

 特別委員会からいただきました提言に沿っ

て取り組んでいる施策を、７ページにかけて

一覧表にしております。 

 関係部局におきまして、それぞれ取り組み

を進めているところでございますが、本日

は、黒丸をつけております４項目について御

説明いたします。 

 それでは、資料に沿って各担当課から順次

説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 資料の16ページをお願いします。 

 水産研究センターでは、海域環境への負荷

の削減という提言を受けまして、現在、複合

養殖技術の開発に取り組んでおります。 

 取り組みの概要につきましては、魚類養殖

場周辺で海藻を養殖し、その海藻によって窒

素やリンを吸収することにより環境への負荷

を低減させるということを一つの目的として

おります。あと一つは、そのような窒素とか

リンを利用して赤潮プランクトンが発生する

わけですが、それを摂餌する二枚貝を養殖す

る技術を開発するということで取り組んでお

ります。 

 具体的には、平成25年度の取り組みでござ

いますが、現在、ヒトエグサという海藻、通

称アオサと呼ばれておりますが、冬に天草沿

岸の八代海で養殖生産されております。この

海藻の種は、天然に依存しておりますが、こ

れを人工的に種つけすることによって、生産

を安定化し向上させるという技術の開発に取

り組んでおります。 

 これまでの取り組み状況ですが、現在、５

月に種の培養を始め、これがうまくいきまし

て、20枚の種網をつくることができました。

10月末から、天草と水俣の漁場に張り込み、

現場海域において成長の試験を行っておりま

す。 

 あと一つの二枚貝の養殖試験でございます

が、７月から、人工のアサリ稚貝をかごに入

れて、海での成長、生き残りの状況を調べて

おります。かごの中には、貝の生息に効果が

あると見込まれているケアシェルというカキ

殻でつくった小粒の石みたいなものを入れ

て、入れてないものとの比較をしておりま

す。 

 現在、７月に10ミリ程度のアサリを入れて

おりましたが、20ミリ程度の倍に成長し、生

き残りも順調だということで、今後の状況を

見守っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の20ページをお願いいたします。 

 提言項目(2)の干潟や海底等の保全、改善

に係る干潟等の漁場環境改善のための事業の

 - 3 -



第15回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成25年12月12日) 

充実で、施策は、覆砂にかわる漁場環境改善

策の検討でございます。 

 １の施策の概要ですが、平成21年度に宇土

市網田地先で事業化した砕石覆砂漁場につい

て、効果調査を実施するとともに、県外産海

砂の産地の違いや砕砂、現場での削土砂な

ど、覆砂材の違いによるアサリ増殖効果の評

価を行います。あわせて、覆砂にかわるアサ

リ造成技術として、畝型耕うんを実施するこ

とによるアサリ漁場の造成試験を行うもので

す。 

 現在の状況ですが、２、25年度の取り組み

②の取り組み状況欄をごらんください。 

 砕石覆砂漁場につきましては、平成25年５

月に効果調査を行っておりまして、砕石覆砂

漁場のほうが周辺漁場よりアサリの生息密度

が高いことを確認しております。また、覆砂

材の違いを検証する試験区及び畝型耕うんの

試験区の造成が10月上旬に完了し、完了後に

測量と底質調査を２回行っております。 

 今後も、測量や底質調査、アサリの生息量

調査を継続して実施し、その検証を行ってい

く予定です。 

 以上で説明を終わります。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課の平岡でご

ざいます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 海域特性等に対応した適切なノリ養殖管理

の推進という施策でございます。 

 １の施策の概要等の①の取り組み概要です

が、生産者に対して、漁場環境やノリの生育

状況の情報を提供するとともに、高水温傾向

や病害の多発など近年の状況の変化に適応で

きるような適切な養殖管理の指導を行うとい

うものでございます。 

 ②の課題ですが、養殖開始直後であります

育苗期の高水温傾向など養殖漁場環境が変化

していることから、養殖スケジュールや養殖

管理手法そのものを大きく見直す必要がある

ということでございます。 

 ２の平成25年度の取り組みの②の取り組み

状況等の(1)でございますが、高水温環境下

での養殖スケジュールの見直しについて、組

合長会議などで環境変化の状況や消費動向、

経費や労力の視点を踏まえまして、その必要

性や有効性について啓発を行っております。 

 その結果、ことしの種つけは、県内統一し

て水温23度未満の適水温期であります10月19

日に一斉に実施されました。その後、良好な

海況に恵まれ、順調な生産が行われておりま

す。 

 (2)でございますが、生産量の確保や品質

向上を図るため、県漁連、漁協、関係市町と

連携し、栄養塩量、プランクトンの発生、病

害等に関する情報を養殖業者に随時提供し、

適切な養殖管理について指導を行っておりま

す。さらに、平均単価アップやコスト削減を

図るため、今後の養殖スケジュールの統一や

協業化を推進するための指導を行っておりま

す。 

 続きまして、42ページをお願いいたしま

す。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施についてでございます。前回の報告から状

況が変わったところについて御説明をいたし

ます。 

 ２の平成25年度の取り組みの②の(4)です

が、新聞報道も行われましたが、平成25年９

月９日、それから９月27日、10月28日の３回

にわたり、農林水産省は事前対策工事に着手

しようとしましたが、開門に反対する営農者

の抗議を受け、着工を見合わせております。 

 (5)ですが、平成25年11月12日に、長崎地

裁において、開門差しとめ請求訴訟の仮処分

決定が行われ、国に対して、開門調査の差し

とめが命じられております。 

 (6)ですが、11月19日に、長崎地裁は、差

しとめ訴訟の原告に対して、福岡高裁の開門

確定判決の原告を相手に、国に開門を強制し
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ないよう求める訴訟を起こすかどうかを確認

する書面、求釈明書を出しておりまして、そ

の回答期限が12月16日となっております。 

 (7)ですが、11月23日に、農林水産大臣

は、長崎県及び佐賀県に対して、国も交えた

３者会議を呼びかけていることを表明してお

りますが、現在までに開催されておりませ

ん。 

 仮処分決定が、福岡高裁で判決が確定して

います開門調査、これが12月20日が開門の期

限になっておりますが、この開門調査に対し

てどのような影響を及ぼすか、現状ではわか

りません。 

 また、本日の資料には記述しておりません

が、本日「諫早湾開門調査 先送りへ」との

報道が行われておりますが、この件に関しま

して、国から連絡や説明等はあっておりませ

ん。 

 これまでも、開門調査に対する県の考え方

は、国に対してしっかりと伝えてきておりま

すが、まずは、改めまして国に対して現状や

今後の対応などについて説明を求めるととも

に、県漁連や県議会と連携し、また関係県と

も情報交換しながら、県としての意見を述べ

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、今回報告事項とし

て、覆砂事業について説明を求めたいと思い

ます。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 別添資料として「覆砂事業について」とい

う１枚紙があろうかと思います。それについ

て御説明申し上げます。 

 前回の環境対策特別委員会で話題となりま

した福岡県における覆砂事業の新聞報道に関

しまして、10月中旬に福岡県に内容確認を行

いました。その結果並びに本県における覆砂

の効果について御報告します。 

 まず、１の新聞報道に関して御説明しま

す。 

 新聞では、漁業者が、不漁の原因が覆砂に

あり、住民訴訟で覆砂の中止を求めたかの記

載となっておりますが、訴訟は、覆砂の効果

を否定したり、工事中止を求めたものではな

く、規格外の砂を使用したとして、工事請負

業者から工事代金を返還させるように県に求

めたもので、既に10月３日に却下が決定して

おります。 

 また、福岡県議会でも疑問の声が上がり始

めたとの記述が新聞ではありましたけれど

も、議会では覆砂の役割と効果などについて

質問がありまして、福岡県知事は、二枚貝や

ノリに十分効果があり、今後も計画的に実施

すると答弁しております。その効果につきま

しては、福岡県有明海研究所が調査しており

まして、底質改善などが明らかになっており

ます。 

 福岡県有明海漁連及び関係漁協は、覆砂事

業の継続を希望し、県に要望書を提出すると

ともに、新聞社に対して記事の内容が事実と

異なることに抗議を行っております。 

 次に、２の本県における覆砂事業の効果に

ついて御報告します。 

 覆砂漁場を含めたアサリの生息量調査は、

水研センター、振興局の水産課が毎年春と秋

の年２回実施しておりまして、これまでの調

査では、覆砂漁場のほうが周辺漁場と比べて

多いという結果を得ております。 

 最新の調査結果を参考までに載せておりま

すけれども、畠口漁協の漁場におきまして、

平成15年度と平成23年度に造成した覆砂漁場

の調査を本年６月と８月に行っていますが、

いずれも周辺漁場と比べて数倍から数十倍多

い結果が得られております。 

 費用対効果につきましても、平成13年、平

成14年に整備した荒尾地先漁場で、平成15年

から17年までの３年間の覆砂漁場における漁
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獲データにより費用対効果を算出しておりま

すが、費用に対して、３年間の効果が1.8倍

となっております。 

 以上で報告を終わります。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する件について、地球温暖化に関する動向等

について説明をお願いします。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料44ページをお願いいたします。 

 地球温暖化に関する動向について御報告い

たします。 

 まず、45ページの〈参考：国際的な枠組み

について〉の部分から御説明を申し上げま

す。 

 ①京都議定書の第１約束期間でございます

けれども、昨年度まで、日本を含む先進国

は、京都議定書に基づきまして、温室効果ガ

スの削減の取り組みを行ってまいりました。

これは、平成20年から24年の約束期間内に、

各国ごとに定められました削減義務を果たす

というものでございますけれども、アメリカ

が参加せず、中国などの新興国や発展途上国

には削減義務がないものでございました。日

本の削減目標は、平成２年度比で６％減とし

ていたところでございます。 

 次に、②の京都議定書第２約束期間でござ

いますけれども、①の第１約束期間終了後の

取り組みにつきまして、昨年度、国際会議に

おきまして議論され、引き続き、平成32年ま

でを第２約束期間として、各国の削減義務を

明確化して取り組むことがＥＵを中心に決定

されました。 

 しかしながら、日本、ロシア、アメリカな

どは、この枠組みには参加せず、自主的な削

減を行うこととされております。先日、日本

が国際会議の中で示しました削減目標は、こ

の第２約束期間の目標に当たるものでござい

ます。 

 それから、③でございますけれども、平成

32年度以降の新しい国際的枠組みにつきまし

ては、これは、先進国も途上国も全ての国が

参加する枠組みを、2015年、平成27年までに

合意することとされております。 

 それでは、44ページにお戻りいただきまし

て、内容が重複するところもございますが、

簡単に御説明いたします。 

 ①の京都議定書に基づく削減目標と達成状

況でございますけれども、これは45ページの

①の京都議定書第１約束期間に当たるもので

ございます。目標は、平成20年から24年の約

束期間中に、基準年である平成２年よりも６

％削減するというものでございました。これ

に対しまして、実績は、イ、達成状況欄に記

載しておりますように、５年間平均で8.2％

減となり、目標を達成する見込みでございま

す。 

 次に、②の国における今後の目標でござい

ます。 

 これは、45ページの②京都議定書第２約束

期間に当たるものでございます。目標は、平

成32年度までに平成17年度比で3.8％を削減

とされております。 

 イに記載しておりますように、この新たな

目標は、エネルギー政策及びエネルギーミッ

クスが検討中であることを踏まえ、原子力発

電による温室効果ガスの削減効果を含めずに

設定した現時点での目標でございます。 

 したがいまして、今後、エネルギー政策や

エネルギーミックスの検討が進みますと、こ

の数値目標を見直すものとされております。

この数値が、日本の自主的な目標として、先

月20日、ＣＯＰ19で表明されたところでござ

います。 

 45ページをお願いします。 

 (2)の国際的動向でございますけれども、

先月の国連の会議におきまして、平成32年以

降の新しい枠組みづくりに向けて、各国の自
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主的削減目標を平成27年までに提出するよう

合意されたところでございます。 

 地球温暖化に関する動向についての説明は

以上でございます。 

 

○森浩二委員長 次に、地球温暖化対策に関

する提言への対応について説明をお願いしま

す。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 特別委員会からいただきました提言に関す

る取り組み状況につきまして、黒丸をつけて

おります項目について関係課から御説明いた

します。 

 引き続き、47ページをお願いいたします。 

 事業活動における取り組みの推進に関する

取り組み状況でございます。 

 47ページを飛ばしていただきまして、48ペ

ージをお願いいたします。太字で書いており

ます部分を中心に御説明させていただきま

す。 

 48ページの(イ)をごらんください。 

 まず、(ａ)の県民総ぐるみ運動でございま

すけれども、３行目に書いておりますよう

に、くまもとらしいビジネススタイル普及の

ために、事業所それぞれのエコオフィス宣言

ができるよう、ウェブサイトを開設いたしま

した。これは後ほど家庭部門の取り組みのと

ころで御説明させていただきます。 

 また、セミナーや講演会といたしまして、

(ｂ)に記載しております熊本地区省エネルギ

ー委員会や九州省エネキャラバンｉｎ熊本、

さらに、(ｃ)に記載しておりますエコアクシ

ョン２１導入セミナーの開催など、普及啓発

活動を行っております。 

 49ページをお願いいたします。 

 一番下の(ｉ)でございますけれども、８月

に開設いたしましたウェブサイト、くまもと

県民節電所におきまして、夏の省エネコンテ

ストを実施し、優秀な取り組みにつきまし

て、家庭部門６名、事業所部門３団体を10月

に表彰いたしました。 

 事業活動における取り組み推進につきまし

ては以上でございます。 

 

○財津交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 資料は52ページでございます。 

 公共交通機関の利用促進に係ります取り組

みにつきまして、ポイントを絞って御説明い

たします。 

 まず、(1)のノーマイカー通勤運動の強化

等でございます。 

 (エ)電気自動車等の普及促進の(ｂ)でござ

いますが、本年６月４日に、本田技研工業と

低炭素型社会の実現と地域の活性化を目的と

した包括協定を締結し、超小型モビリティー

が普及できるかというテーマで社会実験を実

施しております。 

 現在、車両の安全性の確認のため、走行テ

ストを実施しており、来年度から、市町村と

協力し、県民の方々を交えた社会実験を実施

することとしております。 

 次に、(3)の乗り継ぎの円滑化でございま

す。 

 資料は、53ページをお願いいたします。 

 (ウ)ＪＲ豊肥本線を活用しました空港ライ

ナーの試験運行でございます。 

 本年10月までの利用状況を整理しておりま

す。平成23年10月の運行開始からの利用客数

は10万7,000人余となっておりまして、１日

の利用者数を着実に増加しております。 

 以上でございます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 55ページをお願いいたします。 

 家庭における取り組みの強化に関してでご
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ざいます。 

 (ア)でございますけれども、事業活動部門

で申し上げましたように、県民運動の取り組

みの一環といたしまして、くまもとらしいエ

コライフを普及させるため、県民一人一人

が、自分らしいくまもとらしいエコライフ宣

言を行うことができるよう、ウェブサイトを

開設いたしました。これについて少し補足を

させていただきます。 

 57ページをお願いいたします。 

 左上に記載しておりますように、くまもと

らしいエコライフは、熊本の県民性を生か

し、熊本の気候風土に合わせて、県民それぞ

れが続けることができるライフスタイルを生

活に合わせて取り入れていこうというもので

ございます。 

 平成24年度、昨年度から取り組みを進めて

おりまして、昨年度は、小学生向けの学習帳

を作成するなどして取り組んでまいりまし

た。 

 今年度、ことし７月に、県民総ぐるみ運動

推進会議におきまして、県民や事業者がみず

から宣言する仕組みを検討すべきとの御意見

をいただき、総ぐるみ運動の企画委員会で検

討してきたものでございます。 

 既にくまモンが県民第１号の宣言を行った

ところでございますけれども、今後、県民、

企業で宣言が広がっていくように取り組んで

まいりたいと考えております。 

 お手数ですが、55ページにお戻りくださ

い。 

 (イ)の広報やイベントでございますけれど

も、冬の節電につきまして、今月２日に、九

電や経産局、熊本市とともに、節電の街頭キ

ャンペーンを実施いたしました。また、今週

の土曜、日曜、14、15日には、県主催の環境

フェアをグランメッセで開催することとして

おります。 

 最後に、一番下の(カ)のライトダウンにつ

きましては、冬の節電のＰＲの一環といたし

まして、各施設や店舗に呼びかけて、２月ま

でに３回実施する予定でございます。第１回

目の12月１日には、オープニングイベントを

開催したところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 森林吸収源対策の推進について御説明いた

します。 

 資料の58ページをお願いします。ポイント

を絞って説明させていただきます。 

 資料の59ページでございます。 

 取り組み状況等の(2)企業等の森づくりの

促進のところでございます。 

 そこの(イ)でございますけれども、県有林

のクレジット認証につきまして、平成23年６

月30日に開催されましたオフセット・クレジ

ット認証委員会において認証を受けまして、

10月から県内企業等に向けた販売を開始して

おります。 

 これまで、以下のとおり224トン、額にし

て116万7,600円を販売したところでございま

すが、24年度末で、まだ販売可能量として4,

528トンのＣＯ2が残っているというところで

ございます。 

 これを踏まえまして、(ウ)のところでござ

いますけれども、Ｊ－ＶＥＲ制度のＰＲ及び

熊本県内で創出されたＪ－ＶＥＲクレジット

の取引の活性化を目的に、Ｊ－ＶＥＲ認証取

得者やそのクレジットの購入者の方々が、商

品やパンフレット等に活用できる熊本県Ｊ－

ＶＥＲロゴマークを策定いたしまして、その

申請受け付けを今月から開始する予定でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部からの説明が

終わりました。 

 まず、産業廃棄物処理施設の公共関与推進
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に関する件について質疑はありませんか――

ないですね。 

 ないようですので、次に進みます。 

 それでは次に、有明海・八代海の環境の保

全、改善及び水産資源の回復等による漁業の

振興に関する件について質疑はありません

か。 

 

○村上寅美委員 水産にちょっとお尋ねする

けど、諫早湾の関門はどうなるの、有明海関

連の。 

 

○平岡水産振興課長 先ほど御説明の中でち

ょっと触れさせていただきましたけれども、

福岡高裁の確定判決で開門の期限が12月20日

となっておりますけれども、国のほうから

は、その開門調査は先送りへという形で本日

報道が行われております。 

 県に対しましては、ちょっと連絡とか説明

というのは現時点であっておりませんけれど

も、今後、国のほうに対しまして、現状と

か、今後の対応とか、そういったことを説明

を求めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○村上寅美委員 それは、もうマスコミ等で

は、私たちもけさ認識したわけだけど、20日

に開門するという大前提の最高裁判決が出て

いるでしょう、現在…… (｢福岡高裁」と呼

ぶ者あり)出ているでしょう。ごめんなさ

い、福岡高裁のね。そうすると、20日に実行

はおくれるけど、大体開門のスキームはどが

んなっとっとね。開門のスキーム。タイムリ

ミットは何年ぐらいで、どういうスキーム

に、その説明をちょっと……。 

 

○平岡水産振興課長 福岡高裁の確定判決で

は、いわゆる関門のための準備を３カ年かけ

て準備をして、それから５年間開門をすると

いう形になっております。開門の開始の時期

というのが、ことしの12月20日になっている

ということで、国においては、その12月20日

にはもう間に合わないということで、先送り

という形で本日報道が行われているという状

況でございます。 

 

○村上寅美委員 ３カ年が準備……。 

 

○平岡水産振興課長 猶予期間ですね。猶予

期間に関門のための準備、例えば防災である

とか農業の……。 

 

○村上寅美委員 そして、それから５年間開

門するということだけど、通しで大体８年

間、検査検査という間、佐賀とか、長崎と

か、あるいは福岡、熊本、この４県の漁民た

いね、漁業振興という形で、短期的に覆砂と

かいろんなことを県はやってくれてるけど、

その効果というのが、これにさっき説明があ

ったけど、生計が立つような現状にはなかな

かならない現状のように感じるけど、抜本的

な本当の――調査に８年もかけとってたい、

漁民は生きていかれるかと思うがね。 

 本当に、短期的なことを、短期的、中長期

的というふうな区分でやっていかないと、や

っぱり当面やっているのは覆砂だろうと思う

けど、その最大の要因は、八代海のは西岡先

生もおられるし、いろいろあれだけど、有明

海に関しては、日本一の遠浅ということか

ら、ヘドロの堆積が、もう誰が見ても一目瞭

然で、現状で阻害していると。アサリが育た

ないというから、それに覆砂をかぶせている

というような状況だけど、まず抜本的なこと

をしようと思うなら、このヘドロ対策を本当

に真剣にやらなくちゃいかぬのじゃないかと

思うけど、どうですか、課長か局長。 

 

○平岡水産振興課長 ヘドロの対策につきま

しては、有明海・八代海総合調査評価委員会

の中でも、いわゆる底生生物を主とした魚類
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の減少の原因の一つとしては、干潟の泥質化

とか、あとは貧酸素水塊の発生とか、赤潮の

発生とか、いろいろ述べられておりまして、

その中の一つの要因として挙げられておりま

す。 

 干潟の抜本的な対策となりますと、規模、

それから予算等ですね。非常に莫大なものが

かかるということで、なかなかそこは手をつ

けるのが難しいという状況だというふうに思

っております。 

 村上委員おっしゃったように、抜本的な対

策ではありませんが、アサリの対策であると

か、あとはクルマエビの生息上の環境の改善

とか、そういった形で、覆砂を行ったり耕う

んを行ったりという形で、まずはできるとこ

ろから取り組んでいるという状況でございま

す。 

 

○村上寅美委員 もうこれから先は要望だけ

ど、この環境の中で、有明海、八代海再生

は、特別委員会をつくって、そして、これは

熊本県の行政が中心として４県で議論の場を

設けて、そしてほとんど熊本県の施策を４県

で採用して、そして国のほうで、これを再生

についてのまず５カ年、それから昨年10カ年

にまた延長になったという記録があるから、

強く国に要望して、諫早湾のこれも７年も８

年もと言いよるけど、やっぱり有明海の再生

に向かっての抜本的な改革として、このヘド

ロ対策をどうするかというようなことを国家

プロジェクトチームあたりでやってもらわな

いと、今言ったように、予算等も単県では県

事業としては非常に心細いというようなこと

もあろうから、やっぱり抜本的なことに踏み

込まなくちゃいかぬのじゃないかなというこ

とを要望しときます。答えは要らない、同じ

ことだから。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 関連していいですか。 

 直接県がかかわっているこの開門の問題

は、農水省がかかわっているんですが、この

間の経過と、きょうの報道なんかを見てみれ

ば、やっぱり現状では地元の同意が得られて

ないということと、そのための準備の工事が

進まなかったというふうなことの理由が書か

れているようでしたけれども、長崎地裁の仮

処分が出されて、非常にある意味では不規則

な形になって、我々が、やっぱり20日には開

門ができると、そうするんだということ、し

かし、そのことに対して、実力行使で準備の

ための工事の阻止を３回やってきて、それで

準備はできなかったと、なおかつ地元の同意

が得られないので、20日の開門は延期をされ

ていくというふうな今の見方なんですよ。 

 これは、熊本県としては、こういうことに

ついては、県の見解というのは今述べられた

とおりだろうと思いますけれども、やっぱり

強く抗議をしていかないと、福岡高裁の判決

で、今村上委員が言われたように、寸前に、

３年間も開門を――３年かけてこれを準備し

てきているわけですから、12月20日にこの開

門ができないということは、11月の仮処分で

こんなことがストップされたら全然事業は進

んでいかないなと思うんですが、その辺の県

としての何かこれに対する感想じゃないけ

ど、今後ちょっと強い行動をしてほしいと思

うんですけれども、国に対して、いろんなこ

とを、抗議も含めて、水俣病で蒲島知事が言

った問題じゃないんですが、ちょっと強く農

水省には求めてほしいと思うんですが、これ

は部長は……。 

 

○鎌賀水産局長 まずは、国から全く今のと

ころ説明を受けておりません。佐賀県、長崎

県を踏まえて３者協議をするというふうなこ

とを国が働きかけておりますけれども、それ

に対しても、熊本県に対しては何も説明がな

いような状況でございます。 

 それで、私どもとしましては、まずは、国
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に対して、どういう考えなのかというのをき

ちんと説明を受けた上で、あとまた漁業者、

県漁連というのが代表になると思いますけれ

ども、そういったところとも相談をしなが

ら、今後の対応を考えてまいりたいと考えて

おります。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、ここで説明さ

れているとおり、現状では全く不明というこ

とで、国の説明もない。そういうことですの

で、ある意味ではやっぱりそのことを求めて

いく必要もあると思いますので、ぜひ積極的

に――やっぱりこの開門は、それぞれ漁民は

期待をしてきているわけですので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに質疑

は。 

 

○西岡勝成委員 アオサノリの種苗生産のめ

どがついた、非常にこれは試験場としての御

努力に感謝を申し上げたいと思うんですが、

ちょっとそこでお尋ねですが、黒いノリとア

オサノリの価値はどうなのかということと、

栄養的なものと、漁場はそれぞれ別のところ

でやれるものか、その辺をちょっと。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 アオサといわ

ゆるアサクサノリは、別の種類でございま

す。海藻的に言いますと、紅藻類と緑藻類で

あり、種類が違います。価値的なものは、た

んぱく質から言いますと、アサクサノリのほ

うは、乾燥成分にしまして約半分たんぱく質

が入っております。アオサのほうは３割程度

ということで、たんぱく質は少し少ないです

が、そういう状況です。 

 ただ、それぞれ用途がありまして、アサク

サノリは、すしとか焼きノリ、通常板ノリと

して使われております。アオサのほうは、み

そ汁とかの具、あるいはつくだ煮等に使われ

ております。アオサは風味がよくて、非常に

好まれている面もありますので、それぞれ用

途があるというふうに思っております。 

 漁場的には、やはり栄養塩をたくさん要求

するのはアサクサノリのほうで、より内海の

ほうで養殖されています。アオサのほうは、

やや外海で養殖されているという状況です。

アオサのほうを内海で養殖できるかどうかと

いうことにつきましては、これから可能性を

検討していきたいと思っております。 

 

○西岡勝成委員 例えば、１枚の値段という

のは、同じ量でした場合はどうなんですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 ノリが１枚３

グラム約10円としますと、ちょっと今計算す

ればできるんですけれども、それに近い値段

でアオサも売られていると思っております。

ちょっと正確な数字は後で御報告したいと思

います。 

 

○西岡勝成委員 海藻は、富栄養化した海を

きれいにする非常に大事なものだし、魚の産

卵あたりも非常に効果があるので、ぜひこれ

に頑張っていただいて、外海の一つの浄化方

法としても、また、産業といいますか、漁業

に非常にみんな期待しているところでありま

す。もともとは、アオサというのは岩をこさ

いでとりよったんです。だから、それには石

がついたりなんかしとって、その選別に大変

だったんですが、こうやって養殖できるよう

になると非常にその面でも価値が上がってき

ますから、非常にいいことだと思いますね。

頑張ってください。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑は。 

 

○氷室雄一郎委員 ちょっと諫早湾の問題で

すけれども、国は、11月23日に、３者会談と

いうのを――その間には、県に対しても、今
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の答弁では何も情報も入ってないということ

ですけれども、ここでどういうものを協議し

て――県としては全く外に置かれている感じ

ですけれども、県も、有明海ということであ

れば重要な位置を持っているわけですけれど

も、その辺については、国に対してきちっと

情報提供なりを求めないかぬ。また、開催の

日程は、まだ明確じゃないんでしょう。１カ

月前述べているわけですから、その辺の情報

は全く県はつかんでないんですか。ちょっと

それを……。 

 

○鎌賀水産局長 国のほうから何の説明もあ

ってはおりません。ただ、熊本県といたしま

しては、諫早湾の開門調査につきましては、

福岡高裁の判決が出て、国がそれを受け入れ

て確定した判決でございますので、開門する

ことは当然だというふうな認識でおりまし

て、それについては知事のほうからコメント

を出しておりますけれども、関係者でよく話

し合って、開門を行って有明海再生に向けて

努めてほしいということで、そういった見解

を示しております。そういった見解で、私ど

ももそういった認識でございます。 

 

○氷室雄一郎委員 知事の見解はわかるんで

すけれども、どういう枠組みで、どういう内

容で、どういうものが話し合われていくのか

というしっかりした情報をつかまえとかぬ

と、県も重要な位置を占めているわけでござ

いますので、その辺は要望でございます。し

っかりお願いしておきます。 

 それから、もう１点だけちょっと質問した

いと。 

 この16ページですけれども、複合養殖技術

の開発ということですけれども、こういうも

のは他県でやっておられるんですか。熊本

が、うちだけが新たな取り組みとして二枚貝

の養殖を行う方法が確立をされてないとい

う。確立をされてないことについて、熊本が

これから取り組んでいくのか、あるいは、全

国的にこういう例があって、先行事例として

効果があっているのか、その辺の情報があれ

ばちょっとお示しいただきたいと思っていま

す。熊本県だけで、これから新しい技術の開

発にチャレンジしていかれるのか。見通しと

いいますか、そういうものが当然あっての上

だと思うんですけれども、その辺のちょっと

見解をお示しいただきたいと思います。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 アサリの養

殖、アオサの養殖につきましては、ほかの県

でもやっております。熊本県におきまして、

この熊本県という漁場において、これがやれ

るかどうか、それに合った技術を開発してい

るということで取り組んでおります。 

 

○氷室雄一郎委員 アオサとかなんかはわか

るんですけれども、二枚貝の養殖を行うとい

うことを示されている。その辺はどうなる…

…。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 アオサの人工

採苗につきましては、三重県等でもやられて

おります。アサリの養殖につきましても、長

崎県等で試験をされております。また、三重

県等でも試験をされております。それぞれの

漁場で合ったやり方で取り組まれております

が、熊本県におきましても、熊本でそういう

技術をはっきりと確立したいと思ってやって

おります。 

 

○氷室雄一郎委員 じゃあ、他県の事例とし

てはかなり効果が上がっているという認識を

持っておられると思うんですけれども、それ

を、地域の状況によってまた若干違うと思う

んですけれども、そういうものにこれから取

りかかっていくということでよろしいです

か。 
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○梅﨑水産研究センター所長 はい。そのと

おりでございます。熊本県でやれる技術をつ

くりたいということです。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○岩下栄一委員 ノリは、熊本県は非常に優

良なノリがたくさん出てありがたいんですけ

れども、この酸処理剤ですね。一回お尋ねし

たけれども、酸処理剤の使用量削減を指導す

るとありますけれども、どういう指導がある

んですかね、酸処理剤の削減の指導。 

 

○平岡水産振興課長 指導の内容ということ

でございますか。 

 酸処理剤については、いわゆるリンが含ま

れているということで、過剰にリンが海に入

っていくということは避けなければならない

ということで、基本的な考え方としては、ノ

リは窒素とかリンとかを吸収して生育します

ので、そのノリが吸収するに見合った量の酸

処理剤を使うというのが理想的だということ

でございまして、そういった形で削減という

のをずっと指導してきております。 

 最近は、水温がかなり高目になっていると

いうことで、病気が出やすいとか、そういっ

た状況になっておりまして、どうしても酸処

理剤に頼らざるを得ないような状況になって

いるというところではございます。 

 そういった意味で、水温がしっかりと下が

って23度未満になってから養殖を始めるとい

うことで、そういった健全なノリができると

いうことで、そういった形で養殖スケジュー

ルの見直しということを指導してきていると

いうところでございます。 

 そういった結果、先ほどもちょっと御説明

しましたけれども、10月19日から県内一斉に

採苗ができるようになったということでござ

います。 

 

○岩下栄一委員 酸処理剤は、漁協が販売し

ているわけですかね。 

 

○平岡水産振興課長 県内の養殖業者さんと

漁協の申し合わせで、県漁連が共販を行って

いるものを、そういった認定されたものを使

うというような形で、県漁連から共販されて

いるものを使っているという状況でございま

す。 

 

○岩下栄一委員 売れたほうがよかですね。

漁連からするとね、たくさん。そうすると、

どうしても過剰使用になるんですね、それ

が、どうしても。 

 

○平岡水産振興課長 漁連としましても、海

はノリ業者だけのものじゃないというふうな

ことで、その辺は適正にやっぱり使っていか

ないといけないということで、そういった指

導も漁連の中で行われておりますし、削減し

ていこうということとか、あとは使った後の

処理とか、そういったやつも確実に行ってい

こうということで、組合長会議の中でそうい

った指導は行われております。 

 

○岩下栄一委員 水産庁からの何か基準みた

いなのはあるんですか。 

 

○平岡水産振興課長 水産庁からの通知等が

ございますけれども、基本的には食品添加物

として認められている有機酸を主成分とした

ものを使っていこうということで、全漁連と

か、そういった上部の団体で、そういったや

つの検定を行いまして、そこで酸処理剤の認

定を行っていると。その中で、さらにまた県

漁連のほうで、熊本県としてはそういうもの

を使っていこうということで指導が行われ

て、そういったやつを使われているという状

況でございます。 
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○岩下栄一委員 私の素人から見た印象とし

ては、やっぱり酸処理剤の過剰使用があって

いるんじゃないかなという印象が強くあるん

です。これ以上有明海を宝の海を汚してほし

くないというのが気持ちです。 

 以上。 

 

○村上寅美委員 関連だけど、俺もそんなに

詳しくわからぬけど、漁連が購買事業として

販売している、それから、漁連以外でも指定

したメーカーは企業が販売しているというこ

と、それとも漁連一元化、販売は。 

 

○鎌賀水産局長 酸処理剤につきましては、

まず、水産庁が通達を出して、先ほど課長が

申しました有機酸ですとか、あと処分方法と

かなんかというのも、条件をつけて認めると

いう形になっておりますけれども、具体的

に、酸処理剤というのは、全漁連、全国漁業

協同組合連合会の認定を受けたものだけを使

用できるという形になっておりまして、そう

いった製品をいろんなメーカーがつくって、

認定を受けて、それが県漁連を通じて販売を

されているということになっております。 

 

○村上寅美委員 あのね、全漁連であろう

と、県漁連であろうと、それはもう生産団体

だね。国が、有機酸として食品添加物で承認

しているということでしょう。だから、違反

じゃないけど、俺もこの問題じゃ余り突っ込

む立場でもないけど、ノリの酸処理がどれが

適当かというのは、今岩下委員から話があっ

たように、これが推薦しとるけん業者任せと

いうことじゃなくて、やっぱり県あたりが調

査に調査をして、そして本当に適正かと。国

のほうも基準をつくってるけど、大したあれ

じゃないもんね。大した研究してやっとっと

じゃなかもん。食品添加物で認められとるか

ら、もう承認というようなことぐらいだよ、

突っ込んでみれば。 

 だから、立場があるから余り言われぬばっ

てんね、やっぱりノリというのは、今漁業者

のノリ漁連と言われるからそういう形でいっ

てるけど、これでうろこ漁業というのがほと

んど壊滅に近い。それが酸処理だけの問題か

ということは、これは疑問だけど。要するに

沿岸に稚魚がいないんですよ、小魚が、小さ

いのが。これはもう水を吸いにくるんだか

ら、河口に、魚は小さいときにね。ボラ、コ

ノシロ、セイゴ、エビ、沿岸にほとんど魚が

いなくなっているということは、局長、君は

感じとるか。感じとらぬならどぎゃんも話に

ならぬが。典型的なものはアサリたい。 

 

○鎌賀水産局長 ノリの酸処理剤につきまし

ては、過去に有明海・八代海総合調査評価委

員会というのでいろんな資料を集めて検討さ

れておりまして、その評価の中では、酸処理

剤というのは、海水中に速やかに拡散して、

酸の影響というのもなくなるということで、

ほとんど影響がないというような評価がされ

ております。 

 それで、そういった評価を受けて、過去、

熊本県でもそういった試験を若干やっており

ますけれども、同じような結果が出ておりま

して、まず大きな影響は出ないというふうな

ことで判断をしております。 

 それで、県漁連のほうも、市町村も熊本市

なんかも入っておりますけれども、ノリ養殖

生産安定対策推進協議会というのをつくっ

て、その中で自主的に使用量の削減あるいは

使用量の上限を決めて、そのものはそれほど

影響がない、あるいは悪くないというもので

はございますが、なるべく使わないようにし

ようということで努力をしているところで

す。 

 

○村上寅美委員 今調査をしているという話

だったけど、俺は、熊本県を、君を――君を
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と言っても県をただしよるわけたい、俺は

ね。私は、ここ議会だから、委員会だから、

熊本県として、あなた任せでなくて、調査は

やっているんだね……(｢はい」と呼ぶ者あ

り)やっているということでいいんだね。な

ら、それならたい、君の話ならば、もう万々

歳で、安全という形にとっていいけど、なる

べく使うなとか、酸処理問題というのは、社

会問題になっているよ、これは。 

 だから、今の君の発言というのは、これは

将来に、やっぱり本当に県がやった上での結

論だと、外の人たちの協議会とか全漁連とか

県漁連とかじゃなくて、県が自信を持って言

える発言として受け取っていいな。 

 

○岩中伸司委員 ちょっと関連ですが、いい

ですか。 

 今村上委員の質問は、確かに、いろいろ取

り組まれているというのは、それで評価する

んですが、現状の認識を問われたように思う

んですね。小魚なんかが海の岸に泳いできよ

ったけれども、それが今はいないと。うろこ

のそういう魚類、貝もそうなんですね。アサ

リも、もう全然遠くなってしまって、以前

は、10メーター、20メーター行けば、もうア

サリがとれとったんですよね、荒尾でも。入

っていけば、貝やカニやいろんな小魚もたく

さんいたんですね。やっぱり岸辺にいないと

いう認識をしているんですか、してないんで

すかという質問だったようですけれども、現

状。 

 

○鎌賀水産局長 確かに、漁獲量、有明海の

ほうはずっと下がってきております。という

ことは、それだけの資源量が減ってきている

ということの裏づけですし、稚魚なんかも減

ってきているということは確かなことだろう

と思っております。 

 

○岩中伸司委員 局長は、今じゃなくて、以

前の有明海、この岸辺、海の海岸沿いは御存

じですかね。 

 

○鎌賀水産局長 有明海でアサリが最大にと

れとった昭和50年代に調査に行ったことがあ

りますので、知っております。 

 

○岩中伸司委員 そのとき、アサリも小魚も

岸辺におったと思うんですね。現状は、私が

認識するのは、もう全然何もいないんです

ね。そういう認識に立ってますかどうなのか

という出発点です。同じでいいですか。そう

いう現状認識ですか。 

 

○鎌賀水産局長 具体的に今の状況を以前と

比較してみたことはございませんが、漁獲量

を見る限り、そういうことがあっていると、

そういう状況にあるというのは感じておりま

す。 

 

○村上寅美委員 ちょっと要望にしとったば

ってん、しゃにむに……。 

 今、例えばクルマエビにして、大体４県共

同でどれだけ放流してるの。 

 

○平岡水産振興課長 800万尾ぐらいだった

と思います。 

 

○村上寅美委員 それで、それが非常に成果

があって、要するに、漁業者が、年末あたり

は、餅代というか、生活が豊かだったという

ことだったけど、この５～６年、私の耳に聞

こえてくるのは、ほとんど成長がないと。成

長がないというか、育ってないというような

状況ですけれども、これは課長、どうです

か、現状は。 

 

○平岡水産振興課長 クルマエビにつきまし

ては……。 
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○村上寅美委員 限定せんでもいいから、例

で話しよるわけだから。 

 

○平岡水産振興課長 先ほどもちょっとお話

をさせていただきましたけれども、クルマエ

ビに限らず、底生の魚類とか、そういったも

のも含めまして、有明海・八代海総合調査評

価委員会の報告の中では、先ほども言いまし

たけれども、いわゆる底質の泥化、あとは貧

酸素水塊の発生による生息環境の悪化とか、

あとは稚仔魚の生育場となります干潟、藻場

の減少とか、そういったことが可能性として

考えられると。また、あとは赤潮の影響とか

大雨による海水の塩分低下なども考えられる

というようなことです。そういった中で、漁

獲量は減少してきているという状況でござい

ます。 

 

○村上寅美委員 それだから、さっき要望を

最後に言ったのは、要するに畑、田ん中と一

緒で、やっぱり有明海を耕さんといかぬと、

有明海を再生せないかぬということを、何ら

かの抜本的なことを国と協議してやるべきじ

ゃないかということを、要望に最後かえたわ

けですね。もうよかです。 

 

○早川英明委員 私は、これはもう初歩的な

質問ですけれども、もう今私が全般に質問し

たいと思っていたことは今言われました。い

ろんな環境の変化で水産物が今減ってきたと

いうことはわかりました。 

 だとするならば、県民のそれぞれの今水産

物に対する消費量というのは、都道府県で

は、熊本県は大体この消費は減ってきたけれ

ども、消費はどのくらい――県ごとにいけ

ば、魚を食べよる、消費するのは、熊本県

は、大体順位からどのくらいの位置にあると

思いますか。わかりますか。 

 

○平岡水産振興課長 ちょっとここにデータ

を持ち合わせておりません。申しわけありま

せん。 

 

○村上寅美委員 １番です。九州では１番、

消費は。 

 

○早川英明委員 わかりますか。 

 

○平岡水産振興課長 ちょっと今ここにデー

タがございませんので、また御報告させてい

ただきたいと思います。 

 

○早川英明委員 いろんなマスコミあたりの

あれでは、熊本県はほとんど全国では低レベ

ルのほうと聞いてますが、どうですか。消費

をされていない県が熊本県だということを、

いろんな報道で……。 

 

○平岡水産振興課長 ちょっと最近のデータ

を持ち合わせておりませんが、以前、熊本市

の消費に関する魚介類の割合というのは、た

しか低かった時期があったというふうに記憶

しております。 

 

○早川英明委員 その中で、今村上委員のほ

うからもお話が出ましたように、いろんな魚

類でいきますと、県が、今水産研究センター

でまた養殖あたりをしていますけれども、タ

イあたりの消費というのはどうですか。何か

熊本県は、とてもタイを食べよると。同じ魚

の中では、品目ではタイが一番熊本県は消費

をしておるというような話を聞きますが、そ

こはどうですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 全国の都道府

県所在地及び政令指定都市での消費家計調査

が行われまして、たしか平成22～23年の調査

だと思いますけれども、熊本県は、マダイの

消費量、購入額が全国１位というふうに聞い

ております。 
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○早川英明委員 全体的なことはわからぬと

いうことですね。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 全体的な数字

はうろ覚えですが、全国的には低かったとい

うふうに思っております。 

 

○森浩二委員長 後でデータがわかれば教え

てください。 

 

○平岡水産振興課長 ちょっと調べまして、

また御報告させていただきたいと思います。 

 

○内野幸喜委員 先ほどうろこという話があ

りましたが、漁獲量も減ってきていると。ア

サリなんかは、今覆砂とかでそういった取り

組みをやっていただいていると思うんです

が、魚礁ですね。岩礁というんですかね。こ

れは県でもやっていると思うんですけれど

も、よく漁協の方とかと話しすると、そうい

った人工岩礁というんですかね、そういった

ものが有効じゃないかと。 

 この間、西岡先生の質問で放置船の問題が

ありましたけれども、これはできるかどうか

わからない、ああいったものを、例えば廃船

とかを沈めると。人工的な――例えば世界を

見ると、大きな船なんかを沈めて、人工岩礁

をしているところとかあるんですよね。 

 今、実際県がやっている魚礁というか人工

的な岩礁というのは、例えばどんな感じなん

ですかね。その点をちょっと教えていただけ

ればなと思うのですが。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 県が魚礁の整備で今年度やっていますの

は、天草の西のほうで藻場の造成のためのを

やっていますが、それは、自然石、海中に石

を投石して、その藻場の生育箇所をつくると

いうのをやっていますし、以前やったのは、

コンクリート製の魚がより集まるよりどころ

にするための魚礁等をつくったところもあり

ます。 

 そのほか、魚礁のタイプとしては、メタル

鋼製のやつもありますし、その場所場所に応

じたタイプで対応していくことになろうかな

とは考えております。 

 

○内野幸喜委員 その効果というのはどうな

んですか。実際それで――漁獲量という話が

さっき出てましたけれども、その辺はどうで

すか。 

 

○原田漁港漁場整備課長 済みません。数値

的なものは、ちょっと現在持ち合わせており

ませんけれども、それぞれの例えばコンクリ

ート業者のメーカー等が宣伝に来るときは、

当然魚が寄り集まる、それを設置することに

よって寄り集まってきているというような効

果が上がっているような写真は見たことはあ

ります。ただ、それを数値的にどうかと言わ

れても、ちょっと今手元に持ち合わせており

ませんので、申しわけありません。 

 

○内野幸喜委員 そこで、さっきの話なんで

すけれども、漁協の方なんかと話すと、やっ

ぱり人工的な岩礁って有効じゃないかという

話の中で、一番いいのは、例えばバスとかあ

あいうのが一番いいんじゃないかという話が

よく出るんですよね。この間、西岡先生の放

置船という話がありましたけれども、ああい

ったものを人工的な岩礁として使うというの

はできないんですかね。 

 

○原田漁港漁場整備課長 県においては、ま

だ何もやってないんですが、国におきまして

は、いわゆるＦＲＰ船あたりの再資源化とい

いますか、再利用のために、離島においてＦ

ＲＰ船を魚礁化するような実験を今国はやっ
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ております。  

 

○内野幸喜委員 ああ、なるほど。 

 

○西岡勝成委員 腐らぬけんだめですよ、や

っぱり。木船ならフナムシがついて、フナム

シを魚が食いにくるということはありますけ

れども、プラスチック船は、やっぱりごみで

すから、保安庁がまず許さぬと。 

 

○内野幸喜委員 許さないですかね。ただ、

検討していると、国で――いいです。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに。 

 

○吉永和世委員 八代海で海藻類が要は減っ

てきているという話をよく耳にするんですけ

れども、実際そういった調査というのはやっ

てらっしゃるんですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 海域全体の網

羅的な調査というのは、現在やっておりませ

ん。 

 

○吉永和世委員 さっき内野委員が言われ

た、藻場造成で魚礁とか入れたりなんかしま

すけれども、そういった入れた後の追跡調査

という、そういったのはどうなんですか。 

 

○鎌賀水産局長 海藻――藻場造成のための

魚礁の調査というのは、部分部分ではやって

おります。 

 

○吉永和世委員 効果といったときに、いい

効果が出ている、要は生えてないと意味がな

いわけでしょうから、生えてるというふうに

思っていいわけですか。 

 

○鎌賀水産局長 効果としては、その海藻の

着生が見られたりというのは確認をしており

ます。 

 

○吉永和世委員 効果があるんだったら、そ

れをどんどんどんどんふやしていくというこ

とをやったほうが、水産振興にとってもすご

くプラスになるのかなと思うんですけれど

も、今後の計画としては、八代海、有明海、

天草・芦北あるんでしょうけれども、それは

どんどん推進していくというふうに思ってい

いんですか。 

 

○鎌賀水産局長 八代海では、以前計画的に

やって一巡をしたといいますか、魚類を中心

に、魚類の稚魚、幼魚が育つような場所を造

成しようということで、ブロックを入れてい

ったことがあります。 

 ただ、現場では、いろんな問題が――総論

では、漁業者も賛成をしてもらって、藻場を

ふやしてくれという話になるんですが、各論

になって、現場に行くと、そこが網の漁場に

なってたりとか、かごを入れたりする場所で

あるとか、そういったことでいろんな制約が

ありまして、再度大々的にというのは、まだ

なかなか今現状では難しい状況だとは思って

おります。 

 ただ、今から計画をしているのは、これま

でやってなかった天草のほうにも手を入れて

いこうということで、天草のほうで計画をし

ているところでございます。 

 

○吉永和世委員 １つ思ったのは、最初はよ

くても後で効果がなくなってくるというのは

あり得るのかなと思って、その原因として、

栄養塩というか、栄養となるものが不足して

いる状況というのもあるのかなというふうに

思ったりもするもので、あるいは多過ぎると

か、そういったのもあるとするならば、やっ

ぱりいい結果もあれば、悪い結果もあるとい

う、そういった状況なのかなと思うので、も

し今栄養塩としたときに、それが多過ぎるの
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か、それとも少な過ぎるのかとした場合に、

どっちなのかなというちょっと疑問があっ

て。どっちなんですかね、わかりますか。 

 

○鎌賀水産局長 一般的なことを申し上げま

すけれども、海藻類にとって、現状で、八代

海などで栄養塩が不足して海藻が生えないと

いう状況ではないのかなと考えております。 

 現在、いろんなところで県も調査をしてお

りますけれども、海藻の減少の要因として

は、ウニ類が部分的にふえ過ぎたりとか、あ

るいは、海水温が上がって、本来南のほうに

いて海藻を食べるような種類の魚が海藻を食

べたりとか、それで芽まで食べてしまったり

とか、そういったことが要因として考えられ

ておりまして、そういったところで減ってい

るところもあるということです。逆に、八代

海ではアマモですね。芦北のほうでも、八代

の地先でも、以前生えていたところにまた復

活をしてきているというふうな状況もあるよ

うです。 

 

○吉永和世委員 さっき団長が言われたうろ

こ漁業ですか、にとっては、やっぱり海藻の

森というのが非常に大事なのかなというふう

に思うので、やっぱりそこが原点なのかなと

いう気もするので、そういったものをどんど

んふやしていくという努力というのが、やっ

ぱり振興にとっては大事なのかなと思うの

で、ぜひ積極的に取り組んでいただければ

と。 

 

○鬼海洋一副委員長 なるだけ発言を控えて

おりましたけれども、今のに関連することで

確認をしておきたいというふうに思うんです

ね。 

 これは部の事業でもありますけれども、特

に藻場の造成については、滝川教授あたりを

中心にして、地元の高校生あたりの参加もい

ただきながら、この藻場の造成に対する取り

組みがずっと行われて、毎年１回、八代のほ

うで、その結果報告会があってますよね。そ

ういうものも、事業として、藻場造成に対す

る事業が行われているということは、一つや

っぱり報告しておいていただく必要があるん

じゃないかなというふうに思います。 

 それから、もう一つは、肝心な――この数

年来、藻場の減少というのが非常に社会問題

になってきています。これはサンゴ礁の白化

現象というのもありますけれども、今局長の

ほうからお話がありました。 

 例えば、生態系の変化が起きてるわけです

ね。それは、海水温の上昇とそれに係る生態

系の変化の中で、藻場が結果として減少して

いるという状況もあるわけでありまして、こ

れは、天草近海、特に西海岸の状況等につい

ても過去報告された経緯がありますけれど

も、その辺の状況について、どの程度把握を

されて、そして、そういう生態系の変化も含

めて、そういう状況の中で、どういうぐあい

に藻場の造成を行おうとしているのかとい

う、その辺の位置づけの問題と現状を少しは

っきりしてないようなことを今感じたもので

すから、その辺を少し明らかにしておいてい

ただきたいというふうに思って、今発言をい

たしました。どうぞよろしくお願いします。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 水産研究センターでは、天草西海におきま

しては、保護水面の２カ所において藻場の状

況を継続的に調査しております。 

 高水温による藻場の被害につきましては、

ことしは、山口、福岡の日本海側で藻場の流

出等が発生しておりまして、これは高水温の

影響じゃないかというふうに見られておりま

す。 

 現在、私どもは、そのような状況を踏まえ

ながら、直接的に漁業生産に結びつくような

食用藻類、先ほど言いましたヒトエグサとか
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トサカノリとか、そういうものの増殖につい

て取り組んでおるという状況でございます。 

 

○鬼海洋一副委員長 造成については、さっ

き滝川教授の話をしましたけれども、今実際

行われているわけですよね。その辺の状況

は、いかが――どの程度把握をされながら、

今藻場造成等に対する事業展開をなさってお

られるんでしょうか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 先ほどおっし

ゃられましたアマモにつきましては、増殖手

法については一応持っておりまして、現在、

牛深において、アマモの増殖試験を行ってい

るということでございます。やり方はありま

すが、それが、どの海域、どのような状況で

効果が出るかということを、地区ごとに漁業

者と一緒になって試しているという状況でご

ざいます。 

 

○鬼海洋一副委員長 私は、時々――今、吉

永先生、八代海で、芦北高校あたりの参加を

いただきながら、そういうことをやっている

んですよ。何年に一回か、そこに行って研究

報告をお聞きしているわけですけれども、部

長あたりも何回かおいでいただいているよう

で、そういうことも並行してやっている。 

 そういう状況も水産部局のほうで把握をし

ながら、どういうぐあいに今藻場の造成あた

りをやっているという状況については的確に

把握はしておかないと、部局の話ですからと

いう意味で、我慢しとったけれども、発言を

したということでありますので、ぜひ、そう

いう全体的な状況把握のもとで、有明海をど

うする、八代海をどうするという、そういう

状況についても取り組んでいただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

 

○山口ゆたか委員 すぐ終わります。 

 皆さんも頑張っておられる栽培漁業につい

てですが、ことしを見れば、ガザミがかなり

豊漁だったというのが、ことしの現象だなと

思っておりますが、漁獲量が落ちると、我々

も、さまざまなことをこうやって調査したり

とか、いろんな要求をしますが、ガザミのこ

としの豊漁の要因というか、どのあたりにあ

るのか、ちょっとわかる範囲で教えていただ

ければと思います。 

 

○森浩二委員長 誰かわかるですか。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 ことし、ガザ

ミが有明海等で大量にとれるという豊漁にな

ったことにつきましては、去年稚ガニの発

生、生育が非常によかったということで、去

年のそういう子が生まれ育つ環境が、そうい

うガザミにとっては非常に好都合ではなかっ

たかと思っております。ただ、何がと言われ

ると、いろんな、餌の状況とか、水温の状況

とか、あるいは気象の状況とかあったと思い

ますけれども、何がと言われると、ちょっと

はっきりしたことはわからないという状況で

す。 

 

○山口ゆたか委員 種苗の生産の段階で、か

なり良好な成長を遂げたということは――と

いう理解でいいんですかね。 

 

○梅﨑水産研究センター所長 稚ガニが多か

ったということは、そういうことだと思いま

す。 

 

○山口ゆたか委員 わかりました。 

 

○平岡水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 先ほど海況の話というのがございましたけ

れども、有明海のほう、八代海のほうでは、

産卵期にガザミをとらずにそこでちゃんと産

卵させようということで、委員会指示でそう
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いった規制をずっと続けて行っております。 

 有明海につきましては、４県が共同でそう

いった取り組みを行っておりまして、そうい

った取り組みの成果もあるんじゃないかとい

うふうに私どもは思っているところでござい

ます。 

 

○森浩二委員長 よろしいですか。 

 

○泉広幸委員 天草は、かなり養殖業が盛ん

なんですけれども、養殖業、やはり餌をやる

ということで、その餌を食べてふん尿を出す

わけですね。そのあたりの環境に与える影響

はかなりあるのかなと私は思っております。 

 それで、そういった養殖場あたりの環境調

査――漁業経営も大事、環境も大事なんです

けれども、県はどう見ておられますか。 

 

○平岡水産振興課長 養殖漁場の環境につき

ましては、定期的にモニタリング等を行って

監視を行っているところでございます。餌

も、以前は、生餌を粉砕したものを投餌して

という形で、そういった形で残餌もありまし

たし、ふんでかなり汚染が進んでおりますけ

れども、最近は、そういった形で餌も改良さ

れてきておりまして、そういった残餌で汚れ

るという状況ではないということでございま

す。 

 それと、あと漁場改善計画というのを各養

殖漁場ごとにつくっていただいて、その中

で、餌をそういうふうに転換していくとか、

あとは収容密度を規制するとか、そういった

形で規制を行っているところです。 

 ということで、以前言われていたような形

で汚染が進んでいるという状況ではないとい

うふうに認識しています。 

 

○泉広幸委員 環境には、やはり影響はない

ということなんですかね、養殖漁場……。 

 

○平岡水産振興課長 影響が全くないという

ことではありませんで、そういった形で、養

殖業者も餌を変えていくとか、あとは収容密

度を低く下げるとか、そういったことに取り

組んでいるということで、先ほど水研センタ

ーの所長からもありましたけれども、複合養

殖といいまして、例えば、魚類のいかだの周

りに海藻をふやしたりとか、また、その海藻

を貝類に与えるとか、そういった形で循環さ

せるような形で少しでも負荷を削減していこ

うというふうなことで、そういった取り組み

も少しずつ行われているという状況でござい

ます。 

 

○泉広幸委員 養殖場の下ですね。そこに

は、やはりそうした残渣というか、いっぱい

たまっとるところもあるわけですかね。ほと

んど流れていくわけですかね。 

 

○平岡水産振興課長 どうしても水の交換の

悪い漁場では、そういった形が堆積されてい

るという状況はあると思います。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかにありま

せんか。 

 なければ、それでは次に、地球温暖化対策

に関する件について質疑はありませんか。 

 

○西岡勝成委員 例えば、30年前と50年前の

水位ですね、海面の水位。これは大体、かな

り上がってると思うんですけれども、どのぐ

らい漁港課長、上がっているんですか。 

 台風が、最近もう10年ぐらい来てませんよ

ね、幸いにして。ただ、もう非常に温暖化で

台風が大型化してきています。この前フィリ

ピンに行ったのは、もう900切ってるわけで

すね、ヘクトパスカル。 

 こういう中で、潮位がばっと上がりますか

らね。水温が、普通でも海面が上がっている

のに、その上で水温が上がって、波が押し寄
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せれば――この前勉強に行った沖縄あたりで

は、リーフがあるから消えていくんですよ

ね、波は。ただ、天草あたりの海は、そのま

ま来ますから、大きな台風が来たら、かなり

被害が私は出てくるようになる。そのために

は、やはり防波堤あたりもある程度上げてい

かないと、昔のままの基準でやっとったら、

到底じゃないけれどももたない。 

 そして、沿岸も排水がもともと下のほうに

あるものですから、なかなか工事がうまくい

かない。外だけきれいにやって高くしても、

排水口が下に通っていますので、なかなかう

まく――かなりこれは金がかかってきますけ

れども、漁港にしても、港湾にしても、やっ

ぱりそういうことで計画を徐々に立てていか

ないと、もう漁港整備あたりもかなり進んで

きましたから、あとはそういう部分に金を計

画的に投資していかないと、これは本当に大

きな台風が来たらかなり被害が出ると思いま

すよ。 

 

○鎌賀水産局長 過去10年間ぐらいの間に、

八代海、有明海で観測されたデータで、若干

上昇傾向にあるというデータはあるようです

が、ちょっと具体的な数字を今持ち合わせは

ございません。 

 それとあともう１つ、私の記憶の範囲内で

申しわけないんですが、堤防とか漁港の施設

に関して、海面の高さを変えたりとか、基準

を変えたりとか、そういったことは、ここ最

近はなかったんじゃないかと思っております

けれども。特に、海面が上がったから施設の

設計基準を変えるというふうな変更は、今の

ところないように思っております。 

 

○西岡勝成委員 何十センチて上がってます

よ、実際。私は、海のそばにおりますからわ

かる。実際船をおろすときに、船を乗りおり

するときに、もうつかってしまっておるもの

ですから、実際牛深なんて50センチぐらい高

くしてますよ、漁港の中で。その辺は、うま

くきちっと押さえとかぬと……。 

 

○鎌賀水産局長 海面の上昇につきまして

は、地球温暖化、水温の上昇という影響もあ

るというふうな説がございますし、もう１

つ、昔から言われていますのは、黒潮の影響

ですとか海面の変動というのが数十年単位の

スパンで起きます。そういったのも昔から海

面異常潮位というふうなことで報告があって

おりまして、そのあたり何がどう影響してい

るのか、今後どうなるかというのは、国のほ

うでもはっきりとしたことは水産関係の中で

は報告はなかったように思います。非常に難

しい議論だと思います。 

 

○西岡勝成委員 モルディブとか、要する

に、氷河が解けて、全体的にやっぱり海面が

上がってきているというような話じゃないけ

れども、だから、そういうデータは、感じと

してじゃなくて、きちっとやっぱり持っとか

んといかぬのじゃないかな。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 河川課ですとか港湾課が潮位観測地点を持

っておりまして、そこで長期のデータがとれ

るところは三角港での潮位のデータがあるよ

うでございます。そこで、私が持っている資

料では、1960年と2009年、50年弱の変化でご

ざいますけれども、この間に約12センチ海面

が上昇しているというデータがあるようでご

ざいます。 

 

○鬼海洋一副委員長 今の西岡委員の質問の

件ですけれども、基準点を変えたということ

はなかったというお話がありましたが、実

際、平成11年に不知火海の大水害が起きとる

わけですね。堤防決壊をするという。その

後、熊本県としても――私が質問して求めた
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ことですから、今お話がありましたように、

三角の測定点で、40年ぐらいで具体的に上が

っているというデータが明らかになっている

んですね。そして、今後は、不知火海の湾奥

部の堤防の高さを上げると、基準点を上げる

ということで、ですから60センチぐらい上が

ったんです。６メーター20になりましたね。

５メーター何十だった堤防の高さが。 

 そういうぐあいに統一されて、それは当時

の潮谷知事の時代でありましたが、正確に本

会議の答弁の中で、工事の基準点を上げると

いうことを統一的にやるということを報告さ

れておりますから、そういう状況をぜひ認識

をいただいて、それは西岡さんの質問あたり

にはもう的確にぱっと答えられるような状況

でないと、現状の温暖化対策という、あるい

は不知火海、有明海の変化に対応するという

ことはできないと思いますから、そういう質

問が出ましたので、それを質問した者とし

て、答弁があったということだけは申し上げ

ておきたいと思います。 

 

○森浩二委員長 データがはっきりわかった

ら、後で示していただきたい。多分土木部あ

たりは、朔望平均満潮位を基準にしよったで

しょう。ああいうのが何年かで変わってくる

んじゃないかなと思います…… (｢６メータ

ー20に上げたんです」と呼ぶ者あり) 

 ほかに。 

 

○佐藤雅司委員 随分と海の話ばかりでござ

いますので、山の話をさせていただきたいと

思いますが、阿蘇のほうは、草原再生、それ

ぞれ、知事を初め、たくさんいろんな形で頑

張っていただいております。お礼を申し上げ

たいと思いますが、ここは、農政部あるいは

森林整備課がおいででございますので、ちょ

っと申し上げておきたいんですが、草原再

生、これは森林部分と一体不可分になってお

ります。したがって、林務のほうも、しっか

り細か木、それから急峻な地帯については、

全伐オーケーということで随分と協力をいた

だきました。本当にありがたいというふうに

思っております。 

 そこで、草原部分とそれから森林部分につ

いての見解もちょっと聞きたいんですけれど

も、端的にお答えいただきたいんですが、い

わゆる森林整備課あたりは、いわゆる植える

視点、これをちゃんと持っておられると思い

ますね。しかし、切る視点はなかなかない

と。それから、農政部のほうについては、草

原再生、いろんな広域農業開発事業等、いろ

いろやって網をかけられてるという部分があ

ります。 

 しかし、こういうふうな状況でございま

す。後継者もいないということで、なかなか

野焼きもできぬと。都市部とかいろんな方か

ら応援をいただいてやっているということで

ありますが、どうも一部ではありますけれど

も、木を植える視点で、植えないでいいとこ

ろまで植えよるというところもあります。 

 そこが１点と、それから、森林部分で、材

価が安いこういう時期だからこそ、いろんな

形で――やや最近はちょっと上がっていると

いうふうに思っておりますけれども、だから

こそ森林整備を急がないかぬとじゃないかと

いうふうに思っております。何も木が高いと

きだけ山に目を向けるんじゃなくて、安いと

きこそ行政がそこでやっとくと、将来的には

いろんな回り方が、いわゆる路網の整備も含

めたことをやっておくと、必ず材価が上がっ

て、出しがいいところは山の価値が高くな

る、私はそう思っております。 

 その辺のところを、ちょっと森林整備課長

とそれから草原をやっておられる農政課長、

これはもう草原再生は、御案内のとおり企画

振興部の地域振興課がやっておりますので、

そこら辺との連携がとれているかということ

まで含めてお答えいただきたいと思います。 
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○長﨑屋森林整備課長 先生御指摘の１点、

植える時点で、植えないところまで植えてい

るという御指摘がまずございましたけれど

も、確かに、過去に拡大造林の時代がござい

まして、かなり高標高地の尾根筋まで植えて

いるというところがございます。 

 そういったところにつきまして、もとの植

生に徐々に戻していくといった針広混交林化

といった事業につきまして、県税の事業を活

用してやっておりますので、そういったとこ

ろも含めながら、地域の条件に合った森づく

りというのをしていきたいと思います。 

 また、先生後段御指摘ございました、まさ

に材価が安いときだからこそ森林整備をして

おくべきという点につきましては、まさに御

指摘のとおりでございまして、人材育成もそ

うですし、作業路網の開設、そういったこと

につきまして、技術者の育成もしながら、建

設業等との連携もしながら進めていくなど、

対策をこれからも進めていきたいというふう

に思っております。 

 

○森浩二委員長 あと、草原のほうは、ど

こ。 

 

○渡辺生産局長 農林水産部の生産局でござ

います。 

 おかげをもちまして、５月に、阿蘇地域

が、世界農業遺産、ＦＡＯから指定を受けま

した。こういうことも草原を守ってきた成果

の一つではなかろうかと思っております。 

 これからも、地域振興部局等とも連携しな

がら、草原再生、維持のために努めていきた

いと考えております。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに。 

 

○岩中伸司委員 地球温暖化関係で公共交通

機関へのいろんなシフトが努力をされている

ようですが、私も自家用車で来ることが多い

ので、余り大きい声で質問できないんですけ

れども、これで１つだけ、53ページかな。 

 ＪＲ豊肥本線を活用した空港ライナー試験

運行、これがちょっとわからないのが、試験

運行期間というのは、これは、私は試験運行

なので短いかと思っとったら、23年10月から

ずっと試験運行であるということには間違い

ないでしょうね。 

 

○財津交通政策課審議員 交通政策課でござ

います。 

 今現在も試験運行ということで実施いたし

ております。 

 

○岩中伸司委員 試験運行の車は、大体何人

ぐらい乗る車ですか。 

 

○財津交通政策課審議員 ジャンボタクシー

で９人乗りでございます。 

 

○岩中伸司委員 これは、24年度で2,440万

円、25年度の補正で2,483万6,000円というこ

とで、43万6,000円ぐらいまたオーバーをし

ているんですが、９人乗りですけれども、だ

んだんふえてはきているんですよね。平均

が、これ１日当たりの利用者ですれば、23年

10月に始まって99人、現在は164人というこ

とで、１日の利用は確かにふえているという

ふうに思うんですけれども、これは先ほど言

ったように、試験運行というのは、私たちの

常識では一定程度と期間があると思うんです

が、これはずっとまた来年度になったら試験

運行でやるという考え方でしょうか。 

 

○財津交通政策課審議員 今、この空港ライ

ナーにつきましては、空港アクセス強化とい

うことで、定時性のある鉄軌道を使った交通

機関ということで、平成20年10月から試験運

行として開始しておりますが、それが定着す

るまでは、やはり３年ぐらいかかるんじゃな
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いかということで、今料金はとらずに無料と

いうことで試験運行と。もうちょっと住民の

方に認知していただくには少し期間が必要と

いう判断で、今試験運行で無料で運行してお

ります。 

 

○岩中伸司委員 であれば、肥後大津駅周辺

の人はそれでいいですが、本線からの乗りか

えというのは、どれくらいの利用になってい

ますか。 

 

○財津交通政策課審議員 アンケートの結果

で見ますと、大体利用者の60％の方がＪＲか

らの乗りかえというアンケート結果になって

おります。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、かなり認知度

は広がっているということ――ＪＲの熊本駅

から乗りかえて豊肥線に乗っていくというこ

とだと思うので、それは地域的にも広くそう

いう認識がされているのかなというふうに思

うんですけれども、そういう捉え方でいいで

すかね。 

 

○財津交通政策課審議員 はい。それでよろ

しいかと思います。 

 

○岩中伸司委員 だとすれば、もう大体３年

程度だから、次年度は、これは有料とすれば

１人500円、大体480幾らかかっているようで

すけれども、500円ぐらいの料金にする予定

ですか。 

 

○財津交通政策課審議員 一応前回の部長答

弁でも少し答弁させていただいたんですが、

今一つの目標として、１日当たり200人の安

定的な利用者というのを一つの目標としてお

りますので、そこまでもうちょっと今の試験

運行みたいな形でやらせていただいて、安定

的に１日当たり200人というのを目標として

今頑張っておりますので、そこに達成したと

きにどうするかという判断が出てくるかと思

います。 

 

○岩中伸司委員 やっぱり200人ぐらい利用

しないと、この事業者が採算が合わないとい

うことになるんですかね。 

 

○財津交通政策課審議員 どれだけの運賃を

取るかというのは、これから計算をして本格

的に検討してまいるんですが、一つの収入等

も含めまして200人という数字は出しており

ますけれども。 

 

○岩中伸司委員 公共交通機関へシフトして

もらうという、なるべくやっぱりそういうこ

とは私も賛成なんですけれども、いつまでも

無料でこのまま続けていくというのは、やっ

ぱり2,500万ぐらいは使うわけですので。 

 確かに、環境のためとは言ったものの、そ

れは車が結構これ走るわけですから、このま

までいいのかなということと、もういっちょ

最後に、利用状況でここに書いてありますけ

れども、これまで10万7,531人利用したとい

うことですが、これは、この平均乗車人数―

―細かいことを言って申しわけないんです

が、これからいくと、10万6,000人ぐらいの

利用になっているんですが、1,500人ぐらい

多いような感じがするんですが、統計の出し

方が違うんですか。 

 

○財津交通政策課審議員 これは、累計の数

字と１日当たり、その年度によって若干運行

本数が変わったりしている場合もあったりし

ますので、そこは数字上は合っております。 

 

○岩中伸司委員 １日の便数が違うというこ

とで理解しとればいいですね。 

 ぜひ、200人ということですから、それに

達しないなら――ずっと続けていくというこ
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とがいいのかなというのは、ちょっと私は疑

問に思うので、それだけちょっと投げかけと

きます。 

 以上です。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに。 

 

○吉永和世委員 カーボンオフセット、もう

３年目に入るんだと思うんですけれども、こ

の数字というのは予定どおりですか。 

 

○長﨑屋森林整備課長 59ページにございま

すとおり、クレジットとして販売できた量と

いうのは224トンというところでございまし

て、実際取得したものに比べますと、まだま

だ販売量が少ないということでございます。 

 原因は、いろいろ購入された方々に話を聞

きますと、なかなか、このＪ－ＶＥＲ制度自

体の認知度が低いこともあるのと、やはり取

得してもなかなか、取得した企業さんは環境

貢献をされているわけですけれども、それが

なかなか外から見てわからないというような

御指摘もいただきましたので、そういったこ

ともございまして、今回ロゴマークの制度を

つくって、購入された方にも何らかメリット

があるというようなことをしまして、普及を

図っていきたいということでございます。 

 

○吉永和世委員 この地球温暖化対策の推進

に関する担当は、どこなんですか。(｢県ので

すか」と呼ぶ者あり) 

 

○福田環境立県推進課長 このＪ－ＶＥＲの

取り組みにつきましては、今森林整備課から

話がありましたように、森林吸収の部分と排

出削減というところがございまして、この排

出削減のほうは、県内で２社認証を受けてお

ります。 

 これは、バイオディーゼル燃料を製造、販

売する会社、それと木質ペレットを推進する

協議会の２つが認証を受けておりまして、今

回は、森林吸収分とそういった企業の部分に

もこのマークをつくっていくということで、

森林整備課と環境立県推進課が一緒になりま

して合同で進めているところです。 

 

○吉永和世委員 なかなか連携がとれてない

のかなとちょっと思ったもので、連携はとれ

てるというふうに思っていいわけですね。 

 

○福田環境立県推進課長 はい。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに。 

 

○内野幸喜委員 電気自動車等の普及促進の

ところなんですけれども、これは、急速・普

通充電器の設置について、公募、それから、

振興局からの推薦等を受け、選定を行ってい

ると。今現状についてちょっと教えてほしい

んですけれども。 

 

○奥薗産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 現在、急速充電器、それから普通充電器な

どの整備を進めております。最終的には、普

通充電器につきましては80程度、それから急

速充電器には10カ所以上というようなところ

で進めておりまして、25年度を一応最終年度

――ちょっと今整備を最終的に地権者と詰め

ているところでございますので、若干繰り越

し部分が出てくるかもしれませんけれども、

今年度の予定としましては、普通充電器は27

カ所、それから急速充電器は５カ所というと

ころで整備をするという状況でございます。

なるだけ――電気自動車の欠点は、電気が切

れてしまって動かなくなるとどうしようもご

ざいませんので、そこは県下満遍なくといい

ましょうか、急速については、その拠点のと

ころを整備したい。 

 それから、環境のことを考えますと、やは
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り普通充電器で夜の電力をためて、それで走

るというのが環境に優しい走り方でございま

すので、そういうシステムを組めるような形

で御利用いただくというような形で進めてい

きたいと思っておるところでございます。 

 

○内野幸喜委員 今のお話では、普通充電が

大体80カ所、高速充電が10カ所と。本当は、

今年度までが大体目標だったわけです。何か

おくれているような気がするんですよね、私

のイメージとしては。 

 もう一つ言いたいのは、普通充電よりもや

っぱり高速充電じゃないと余り意味がないの

かなという気がするんですよね。普通充電の

場合は８時間ぐらいですね。やっぱりそうな

ると、夜間の利用しか基本的に考えられない

と思うんですね。それか、もしくは休日使わ

ないときとかですね。 

 佐賀県のほうが、比較的そこら辺積極的に

取り組んでて、コンビニなんかと提携しなが

ら今やっていると思うんですよね。 

 今、熊本の場合は、道の駅であるとか、そ

ういったところを候補地として考えている部

分が多いと思うんですけれども、県内くまな

くいろんな拠点を持っているそういった店舗

とか、そういったところとの連携といいます

か、その点はどうですかね。 

 

○奥薗産業支援課長 電気自動車につきまし

ては、ガソリンスタンドがこれだけ普及して

いると同様に、インフラをどう整備するかと

いうのが、普及に対する肝といいましょう

か、条件になると思います。 

 おっしゃるように、ガソリンスタンドにな

れていますから、我々としては、充電をする

ときに20分とか30分とか当たり前だというふ

うな感覚でおりますものですから、どうして

も最初の普及については、先生がおっしゃる

ように、急速充電じゃないと物足りないとい

いましょうか、ニーズが生かせないというの

が現状だと思います。 

 現在、普及状況について申しますと、10月

末で574台普及しております。大体月に25台

ぐらいふえておりますので、現時点では、も

う600台ぐらい行ってるかなと思います。 

 そういうところが、まずは普及するために

は、おっしゃるように急速充電が絶対不可避

だと思っているんですけれども、最終的に今

回の温暖化のテーマであれば、ある意味急速

充電を真夏の午後にやられると、環境的に余

りよろしくないんですよ、正直言って。 

 原子力発電がこうなりましたので、ちょっ

と状況が変わりましたけれども、やはり深夜

余り使わない時間帯の電気を有効活用して、

それでやっていくというのが環境的には優し

い話でございますので、そういうシステム

を、そういう夜間にそれを電気自動車にため

ておいて昼間走るというような使い方、ライ

フスタイルですね、そういったものを広げて

いきましょうということが今後望まれるシス

テムだと思っているということです。 

 それから、整備について申しますと、最初

は、やはりこれはもうからないところを民間

にやれと言われても民間はやりませんから、

やはり県とかが主導的な立場で整備をしてい

くと。 

 今回国の支援もありましたので、熊本県も

手を挙げまして、全国に先駆けてやってきま

した。ただ、もうそろそろ民間さんが普及に

いくというような段階に入ってきております

ので、今回、国のほうも、それに向けた第２

段の補助制度みたいなものをつくっておりま

す。県が認定をすれば、そこに国の補助金が

入って整備ができるというような枠組みが出

てきましたので、今後、そういうような枠組

みを使いながら普及をしていきたいというふ

うに思っております。 

 

○早川英明委員 今の関連ですけれども、今

太陽光がずっと普及していますよね。今少し
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ＣＯ2の問題が出てますが、今は、おっしゃ

ったように、太陽光そのものをつくる機材を

つくるときに、またＣＯ2が出ますよね。全

体が太陽光で、みんなが太陽光で賄った中で

の資材をつくるということになればあれです

けれども、そんなこともありますたいね。ど

うでしょうかね。 

 

○奥薗産業支援課長 ちょっと私の所管から

外れておるかもしれませんけれども、エネル

ギーというのは、いろんな形でいろんなつく

り方があります。ですから、太陽光というの

は、非常に有効なお日様のエネルギーを生か

しますから、もちろんその部分でつくるとき

にＣＯ2が出ますけれども、トータルで考え

れば環境に優しいエネルギーであると思って

おります。 

 ただ、太陽光も万能ではございませんの

で、やはり一時的にお日様が照っている間だ

けしか生産しませんので、そういう点では、

いろんなエネルギーを活用して、県内もいろ

んないわゆる分散電源がございますので、そ

ういうものを活用してインフラを整備してい

くべきものだというふうに思っております。 

 

○森浩二委員長 ちょっとよかですか。 

 さっきの急速充電器は、電気代は幾ら、安

なったですか。 

 

○奥薗産業支援課長 満タンにしても、100

円とか200円とかそういうものでございま

す。ですから、ガソリンと比べれば、省エネ

的な、お金的には相当懐にも優しいという状

況です。 

 

○森浩二委員長 何十万て基本料を払わなん

でしょう、電気代。 

 

○奥薗産業支援課長 済みません。電力会社

との電力の体系がございます。したがいまし

て、電気自動車で急速充電をするときには、

一時的に大量の電気が必要になりますので、

かなり高い負荷がかかります。そういたしま

すと、電力会社は、今、量ではなくてどれく

らい使う可能性があるかで基本的な料金体系

になっておりますので、急速充電をつけると

基礎料金がどっと上がって電気代が高くなる

というようなことが出てまいります。 

 我々が今ちょっと一番苦労しているのがそ

ういうところでございまして、つけるのは非

常にやりたいんだけれども電気代がこれだけ

高くなるとつけれませんねというようなとこ

ろで、今ちょっと急速充電器につきまして

は、つけられる方とのところで交渉がちょっ

と難しくなっているというようなところもご

ざいます。 

 

○内野幸喜委員 価格差はどれぐらいありま

すか、普通充電と急速充電の設置の。 

 

○奥薗産業支援課長 急速充電は、大体１基

500万、それから普通充電器は100万というぐ

らいのところで予算的にはつくっておりま

す。ただ、かなり機種によって差がございま

すので、一概には――要するに急速と普通は

大分違いますけれども、そこの中での機種は

いろいろございます。 

 

○森浩二委員長 いいですか。ほかに質疑は

ありませんか。 

    (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、その他に移りま

す。その他として何かありませんか。 

 

○村上寅美委員 水産にお褒めというか…

…。今、水産庁で、毎月養殖業者を集めて、

ワシントン条約にひっかからないように、マ

グロとウナギの資源保護で、とにかく適正な

価格でニホンウナギは守っとるよ、日本のマ

グロは守っとるよということで、これを３年
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後のワシントン条約前のそれに出さないとい

けないということで、毎月水産庁で会議があ

るんですけれども、その中で、結局私たちは

ウナギのシラスをとります、それを河川と漁

協と同意して。シラスをとるから、それを成

長させて海に放流しているわけですね。放流

義務というのがあります。当然やっていま

す。 

 ところが、小さい１キロ5,000匹ぐらいの

シラスを２年ぐらい育てて、そして１キロ食

べられるようになるのが大体１年半。２年、

３年かけて１キロ１本とか２本とかまで成長

させて、それを放流しているんですよ。放流

した翌日は、海の漁師が天然物としてとっ

て、これを問屋が３倍で買って、築地の市場

で３倍、４倍価格がするという矛盾がある

と。 

 我々は、国の補助をもらって育成をしてい

る。ところが、片一方では漁師がするから、

だから、それを全国会議で私が提案しまし

て、そして、水産庁がいよいよ立ち上がっ

て、各都道府県におろしたわけです。 

 そしたら、まず熊本県が、下りウナギとい

う腹持ったウナギの下りを――10月１日から

下りですから、だから10月１日から12月31日

まで、鹿児島、宮崎が既に先行しているとい

う現状がありますから、下りウナギというけ

れども、やっぱり半年ぐらいは必要だという

学者の説があるから、３月31日まで要望をい

たしまして、もちろん水産庁の指導のもとで

すけれども、日本で最初に熊本県がやってく

れました。お礼を申し上げます。 

 これは全国どこもできてない、６カ月とい

うのは。３カ月はできています。これから主

産県である静岡、それから東海３県の愛知、

鹿児島、宮崎――熊本が一番に６カ月という

のを全国に先駆けてやってくれておりますの

で、先生方にも御報告を申し上げておきたい

と思います。それが１点。 

 もう１点は、これはその他じゃないけど、

ミカン課長、ミカン課長じゃない果樹課長、

愛媛県がミカンブリとかミカン鯛とか、それ

から大分県は鯛カボスとかいろいろやってま

すが、課長、食べたことはある、古場課長。 

 

○古場園芸課長 はい。食べたことがござい

ます。 

 

○村上寅美委員 どうでしたか。俺はまだ食

うとらぬけん。 

 

○古場園芸課長 少しミカンの味がしまし

た。 

 

○村上寅美委員 ミカンの味がするというこ

とは、いいこと……。先駆けてされてしもう

とるから、結局熊本の場合は、私は果実連に

おりますけれども、果実連はジュース加工は

日本一ですよ、これ。360億ぐらいしよるか

ら。それで利益も相当出します。 

 しかし、熊本県の食品加工場かなんかで、

化粧品とかなんとかも愛媛が物すごく進んど

るような気がするものだから、そういう、何

かやってる類はないですか。県の食品研究所

が健軍にあるでしょう。あそこでは何もやっ

てない。 

 

○古場園芸課長 今ちょっと情報を持ち合わ

せておりませんので、改めまして御報告させ

ていただきます。 

 

○村上寅美委員 はい。だけん、やっぱりデ

コポンは熊本が発祥だから、ちょっとやって

もらえるなら――おくれてしもうたけん、デ

コポンウナギなっとつくろうかと思う。 

 

○西岡勝成委員 今天草の鯛のフィレ加工場

では、カボスんごたるとをかけてから――餌

にじゃなくて、できた刺身にかけて出荷しよ

る。 
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○村上寅美委員 僕は、愛媛まで行ってきた

んですよ。研究者とも会ってきました。漁協

とも会ってきました。漁協が中心で県と一体

となってやっているけど、ペレットをつくっ

ているんですよね、ペレットにして。 

 だから、さっきも出たように、餌のふんあ

たりのところもよく研究して、愛媛が一番進

んでいるように思いましたから、ぜひ――持

ち合わせとらんじゃいかぬたい。それは、ぜ

ひ、県の食品研究所もミカンに限らずやっぱ

り食品加工あたりの研究をぜひ進めてもらい

たい。要望で結構です。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一副委員長 きょうの熊日新聞で報

道されておりましたが、ＰＭ2.5です。 

 中国の中で「８億人「呼吸困難に」」とい

うまことにショッキングな見出しでしたけれ

ども、たしか12月６日だったと思います。こ

の熊本も、晴天という天気予報がありました

けれども、全部もう何か曇ってしまって、濃

霧が発生するという状況のようでありまし

た。 

 熊本市が測定点を４カ所にふやしたという

ことで、その情報の収集であり、あるいは、

もしかしたら予測はできるのかなというので

期待をしているわけですけれども、県も、こ

の対応については、十分これまでなされてき

ていると思います。 

 こういう状況のもとで、また「新型肺炎よ

り克服は困難」みたいな報道もあっておりま

すが、このＰＭ2.5に対する対応、取り組み

というか、あるいは、今後またさらにこの精

度を上げていくという意味で、どういう状況

で今判断をされているのか。 

 もう一つは、これまでも、ついせんだって

も発表が行われましたが、研究の成果発表会

が行われましたが、宇土の保環研ですね。こ

こと忠清南道との間では、大気汚染にかかわ

ること等についても共同研究がなされている

わけですよね。 

 せっかく熊本県は、中国の中でも問題も発

生している南寧、こういうところとも、こう

いう保環研というすばらしいシステムを持っ

ているわけですから、研究あたり、あるいは

対応に対する研究ですね。こういうものの連

携あたりも、できるのではないかというふう

に思っておりますけれども、そういうことも

含めて、今現在の対応とあるいは今後の問題

点に対する考え方をお聞かせいただければあ

りがたいというふうに思います。 

 

○松田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 ただいまの御質問ですけれども、今熊本県

のほうでも、大気測定機について、ことし６

月補正で御了解いただきました４局を今設置

工事を進めているところでございます。先

日、熊本市のほうでも４局増設したというこ

とで、今回県の４局を合わせまして、県内で

26局の体制で測定をするということになりま

す。多分今週中ぐらいで工事が大体終わるか

なということで参っておりますので、来週早

々には、県の測定機のほうも結果の公表がで

きるかと思っております。 

 あわせまして、機器のいわゆる大気測定の

質量につきましては、そういうことで体制を

整備しておりますが、いわゆる県民の皆様へ

のいろんな高濃度事象が起こったときの対応

ということで、この情報提供につきまして

も、９月に要項を改定いたしまして、精度を

高め周知等を行うということで行ったところ

でございます。 

 今後、そういった体制ができまして、いろ

んな濃度事象が、県内あるいは九州、西日本

一帯で起こっておりますけれども、これが、

今大陸からの越境ということが主に言われて

いるようなところがございますけれども、こ

れは、通常はローカル、地方でも、いわゆる
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工場からの排出でありますとか、あるいは自

動車排ガス、こういったところからも当然Ｐ

Ｍ2.5というのは発生しておりまして、今回

高濃度事象になったというのは、環境省のほ

うでの分析等を見ますと、やはりそういった

複合されたというようなことでも発表されて

おります。 

 県としましても、今後、このＰＭ2.5の成

分、こういったものがどういったもので物質

が構成されているかということで、本年から

成分分析を実施いたしまして、これの内容を

解明いたしますと、発生源あるいはいろんな

物質構成が解明されるかと思います。 

 ただ、県だけでは、なかなかこれは難し

い。広域的なことでございますので、九州各

県、あるいは国、そういったところと連携し

て行いたいというふうに思います。 

 特に、今委員がおっしゃいましたように、

熊本県のほうでも、九州各県の幹事県となり

まして、平成19年から、有害物質の大気汚染

の越境調査、こういったものを実施しまし

て、昨年10月、九州知事会でも御報告してお

りまして、そういった組織連携も持っており

ますので、そういった中でもいろいろ議題が

出ておりますので、今後検討してまいりたい

と思います。 

 もう１点、11月に、今おっしゃいました姉

妹都市である韓国の忠清南道のほうから来熊

されまして、保環研のほうにも行かれまし

た。このとき来られましたのが保健環境研究

院というところでございまして、こちらとも

いろんな共同研究を行っておりますし、この

中でもＰＭ2.5についてもお話が出ておりま

す。こういったところも今後どういうことが

できるかということも含めて進めていきたい

なというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○鬼海洋一副委員長 そこで、実は、このＰ

Ｍ2.5については、従前からバックグラウン

ド汚染というふうに言われてきておりまし

た。ですから、中国からの飛来物がそれでと

いうふうに思っておりましたところ、それも

もちろんですけれども、と同時に、国内、地

域における特徴的なものと複合してこういう

ものが発生するという、そういう状況につい

ても最近報告されているわけでありまして、

ですから、ＰＭ2.5が国内で計測されるとこ

ろ等については、もう１つ、今申し上げまし

たように、地域の事情があるというようなこ

とですから、その点については、もう少し分

析を研究していく必要があるのではないかと

いうふうに思っております。 

 今お話のとおりに、そういうことを視野に

入れながら対応されているということであり

ますから、安心をいたしましたけれども、な

お一層努力いただきたいと思います。 

 それから、もう一つは、今言ったように、

圧倒的にこれは大陸からの汚染というのはこ

れはもう確実ですから、そういう意味では国

を超えて協力していくことが大事だというふ

うに思いますし、そういうことが発生してい

る関係県から国のほうにやっぱり国と国との

間の共同研究等についても強く求めていく必

要があるのではないかというふうに思います

ので、そのことをあわせてお願いしておきた

いというふうに思います。 

 

○森浩二委員長 よろしいですか。 

    (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは続きまして、付託

調査事件の閉会中の継続審査についてお諮り

します。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森浩二委員長 異議なしと認め、そのよう
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にいたします。 

 以上で本日の議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして、第15回環境

対策特別委員会を閉会します。 

  午後０時11分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 
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